
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 静岡県安全運転管理協会 

 

事 業 所 訪 問 を 実 施 ！ 

「秋の全国交通安全運動」期間中に協会加入事業所に訪問して、島田地区協会

では、交通事故状況や安全運転に係る情報の交換を、御殿場地区協会では交通安

全運動の広報と協力のお願い、及び事業所の安全運転管理状況の調査をそれぞれ

行いました。 

 

 

 

実施日時： 令和５年９月２７日（水）   ９：００ ～ １２：００ 

活動内容： 島田地区安全運転管理協会では、毎年度、安全運転管理活動の規範と

なるよう１８事業所をモデル事業所として定め、交通事故等の防止に努

めており、今回、森林組合おおいがわ本所、丸保生コン㈱、三立興業㈱、

㈱センズ石油の４者に対して、当協会役員と警察署職員が事業所訪問を

行いました。 

島田警察署員からは、日報をもとに事故状況を説明し、安管役員から

は、12月１日施行のアルコールチェックの義務化や自転車乗車ヘルメッ

ト着用等について説明を行いました。 

      この事業所訪問は、交通安全運動期間中に年間４回、１８事業所を地

区別に分けて訪問することとしています。 

 

島 田 地 区 

【森林組合おおいがわ本所】      【㈱センズ石油】 
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実施日時： 令和５年９月２２日（金） 

訪問場所： ㈱ジーシー富士小山工場、小山町役場 

活動内容： 当協会役員と警察担当職員が、秋の交通安全運動時に協会加入事業所 

（今回上記２事業所）を訪問し、本運動の広報と協力のお願い、及び安

全運転管理者の責務である使用車両の管理・運営方法や従業員に対する

交通安全教育の内容、また最近の事業での交通事故状況等を安全運転管

理者から聞き取り調査を行いました。 

さらに、今年度の推進事業所である小山町役場では、半年間の活動状

況及び今後の活動予定等の説明も受けました。 

      また、昨年４月から義務化となった「酒気帯びの有無の確認」につい

て、事業所での現状や不明な点等に対しての対応を行うほか、１２月か

らアルコール検知器を用いることが決定したことなどの指導を改めて行

いました。 

 

御殿場地区 

【㈱ジーシー富士小山工場】      【小山町役場】 

 

 


